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　地震による住宅の倒壊から生命を守るため、安全な空間を比較的安くて簡単に確保できる

防災ベッド や 木質耐震シェルター の購入・設置にかかる費用の一部を助成します。
　設置等を検討される人は、都市計画課（市役所本館２館）へご相談ください。

問都市計画課☎43-5227　問兵庫県建築指導課☎078-362-4340

支 援 対 策 内　　　容

防災ベッド等
設置促進事業

( 購入・設置費 30 万円前後～ )
※参考例　　　　　　　　
　木質耐震シェルター設置の
　場合は、個人負担は２万円
　となります

◆対象となる費用　
　昭和 56 年 5 月以前着工の住宅で、耐震診断で
　安全性が低いと診断された戸建住宅での、防災
　ベッドや、木質耐震シェルター設置費の補助
◆補助額　上限２５万円（購入・設置費相当額まで）
※簡易耐震診断が必要となります
※条件で補助額が異なる場合があります
※詳しくは都市計画課までお問い合わせください

住宅建替補助
◆対象となる費用　昭和５６年５月以前着工の住宅で、耐震診断で安全性

が低いと診断された戸建住宅を安全な住宅に建て替える場合
◆補助額　１００万円　※簡易耐震診断が必要となります

簡易耐震診断
( 無料 )

市が派遣した登録診断員が住宅の耐震性を評価します。
◆対象住宅　昭和 56 年 5 月以前着工の住宅

住宅耐震改修計画
策定費補助

◆補助率等　補助率２/ ３、補助限度額２０万円

住宅耐震改修
工事費補助

◆補助率等　補助率１/ ３、補助限度額１００万円
　※ 南あわじ市から補助金が加算される場合があります（最大３０万円）

部分型耐震化補助
・簡易耐震改修工事費補助
・シェルター型工事費補助
・屋根軽量化工事費補助

◆対象となる費用　安価で簡易な手段により人命を保護する対策としての費用
◆補助額　５０万円（定額）

▲防災ベッド。 市役所ロビーにて
　防災ベッド・木質耐震シェルタ
　ーを３月末まで展示しています

ひょうご住まいの耐震改修促進事業

★防災ベッドとは・・・
　金属製のフレームなどでベッドの上部を覆い、ベッド内の人を保護し就寝中の安全などを確保するものです。

★木質耐震シェルターとは・・・
　住宅内の一部に木材等で強固な箱型の空間（シェルター）を作り、安全を確保するものです。

※各メニューにより対象となる条件が異なります。詳しくは都市計画課までお問い合わせください

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～  新しい夢の『はじまり』を創るために  ～

今月の納税

問税務課☎43-5213

国民健康保険税・･･･・・・・・【８期】

納期限　２月29日(月)２月29日(月)
《納期内に忘れず納付しましょう》

◆便利な口座振替をご利用ください！

－口座振替のメリット－

　　安心…お金を持ち歩く必要がないので安心です。

　　便利…納期ごとに金融機関や市役所の窓口等

　　　　　に行く必要がなく便利です。

　　確実…指定口座から自動的に払い込まれるの
　　　　 で、納め忘れがなく確実です。

★申し込み手続きは、とても簡単！

　口座振替の依頼書は、市内の各金融機関及び市役所

　税務課にありますので、預貯金通帳と届出印をご持参
の上、手続きをしてください。

　平成26年度末の市税収納率は89.4％で、累積滞納額は約
6億6200万円です。（上の図参照）市の取組みなどにより、累
積滞納額は減少しているものの、依然として滞納が多い状況
です。 滞納があると充実した住民サービスを提供するための
財源が失われてしまうほか、期限内に納税している人との公
平性が保たれません。市は、今後も滞納処分を強化し、滞納の
縮減を図っていきます。

市税の収納率と滞納状況市税の収納率と滞納状況

☎ 0120-95-0178
平日 9：30 ～ 22：00、土日祝 9：30 ～ 17：30 ※年末年始を除く

※外国語対応は☎ 0120-0178-26マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）

マイナちゃん

いよいよ
マイナンバー制度

（社会保障・税番号制度）

始まります⑦

個人番号カードの交付が始まります

民間事業者の皆さんへ

マイナンバー制度に便乗した口座番号や個人情報を取得しようとする不審な電話にご注意ください注意：

個人番号カード交付申請・交付について

　個人番号カードは希望者のみ申請が必要です。
　申請した人には、交付準備が整いましたら、交付通
知を郵送（転送不要）致します。カードの受取りは市役
所本館へご本人がお越しいただくことになります。
　交付通知に記載されている必要書類をお持ちの上、
市民課へお越しください。

申請書について

　通知カードの記載内容に変更（住所・氏名変更等）
があった場合、お持ちの個人番号カードの申請書は使
用できません。個人番号カードの申請を希望される人
は、新住所等が記載された申請書を交付しますので、
本人確認書類をお持ちの上、市民課へお越しください。

電子証明書について

　e-Tax 等の電子申告には、電子証明書が必要となり
ます。現在、住基カードに有効な電子証明書をお持ち
の人は有効期限まで利用することができます。
　新たに電子証明書を取得するためには、個人番号
カードが必要となります。
※個人番号カードは申請から交付まで日数を要します
　のでご注意ください

　社会保険の手続や源泉徴収票の作成など行政手続きにお
いて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に
記載する必要があります。
　マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目
的（「源泉徴収票作成」「雇用保険届出」等）を伝えましょう。
　また、個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定
められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管
理に当たっては、安全管理が義務付けられています。

個人情報保護委員会 検索

6億 9000万
（円）

税収入未済額と未収納率の推移

6億８000万

6億７000万

6億６000万

6億５000万 88.6%

88.8%

89.0%

89.2%

89.4%

平成 24年度

税収入未済額 収納額

平成25年度 平成26年度

◆お手軽な地震対策 ！！   25万円を上限に補助◆お手軽な地震対策 ！！   25万円を上限に補助


